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座談会・新しい化学物質時代の夜明け
立川涼・宇井さんの闘いをどう引き継ぐか
藤原寿和・宇井純さんの遺志を引き継いで
中地重晴・化学物質管理をめぐる議論の場に参加して
中下裕子・「化学物質管理のあり方に関する市民からの提案」を提出しました！
中地重晴・国のアスベスト含有建材データベースについて
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新しい化学物質時代の夜明け
去る２００７年１月１１日、国民会議メンバーによる座談会を開催しました。

最近、化学物質の管理をめぐる新しい制度が次々と設けられています

が、このような動きは、どのような問題意識のもとに、どうして起きて

きたのか、その背景はどのようなものなのか、何が期待でき、問題点は

何なのか、私たちＮＧＯの役割などについてお話をうかがいました。
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国民会議代表
国民会議事務局長
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質政策も変更を迫られるのではないかと思われます

ね。まずＲＥＡＣＨについて、簡単に説明していた

だけますか？

中 下 Ｒ Ｅ Ａ Ｃ Ｈ に は 大 き く 二 つ の 柱 が あ り ま す。
一 つ は 、 既 存 物 質 、 新 規 物 質 を 問 わず、 年 間 生 産 量

１トン以上の化学物質については、一定の試験を実

施 して 、 そ の 届 出 を 事 業 者 に 義 務 づ け た こ と で す。

このような制度によって、世界と日本の化学物

はとても足りない、対応できないわけです。管理の

た め の 新 た な コ ン セ プ ト が 必 要 で は な い か 、 ま た、

持続可能な社会を実現するために循環型社会システ

ムが必要だと言われるようになったなかで、化学物

質についてどう考えていったらいいのかということ

で、ＥＵを中心に、ここ５～６年前から新しい動き

が 進 め ら れて い ま し た 。 Ｒ Ｏ Ｈ Ｓ 規 制 （ 註 １ ） と、

昨年１２月に欧州議会を通過したＲＥＡＣＨ（註２）

が そ れ で す。
一 最 近 の 化 学 物 質 の 管 理 を め ぐる 動 き の 背 景 に つ

いて簡単に説明していただけますか。

中 下 こ れ ま で は 、 市 場 を 出 回 っ て い る 多 数 の 人 工

化学物質の中で、有害であることが判明したものに
ついてそのつど規制するという枠組みでずっとやっ

てきました。でも、人工化学物質は１０万種とも言わ

れていて、さらにダイオキシンを典型とする非意図

的化学物質があり、複合汚染もあり、個別の規制で
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い わ ゆ る 「 ノ ー ・ デ ー タノ ー ・ マ ー ケ ッ ト 」 の 原

則（毒性データのない化学物質は市場に出さないと
い う 意 味 ） を 採 用 し た こ と で す。 現 在 、 既 存 物 質

（ＥＵでは約１０万種）については、データの届出が義

務づけられておらず、毒性データのないまま大量に

市場に出回っている状況です。ＲＥＡＣＨが導入さ

れれば、このうち約３万種の物質については、３年

から１１年かけて段階的にデータの届出、登録が義務

づけられます。これは極めて画期的なことです。も

う一つの柱は、人や生態系への影響が特に懸念され

る 化 学 物 質 （ 高 懸 念 物 質 ） へ の 許 可 制 の 導 入 で す。

これらについては、用途別にきちんとリスク管理が

できるかどうかチェックされ、許可がないと製造・

使用できません。許可には年限が設けられます。こ

うした許可の対象となる物質は数千に及ぶと言われ

ており、日本の化審法の第一種・第二種特定化学物

質数が５０にも満たないことと比べると、いかに大変

な こ と か が わ か り ま す。 こ の よ う に Ｒ Ｅ Ａ Ｃ Ｈ は、

従来の化学物質管理の制度を抜本的に変更する画期

的 な も の で す。

ＲＯＨＳ規制というのはどのようなものですか。

ＧＨＳ（註４）という言葉も耳にしますが、こ

ラペルの表示や安全データシートで提供するという

ものです。危険・有害情報を伝えるのに、字が読め

ない人などにも一目でわかるように、絵表示と文字

情報を併用するところに特色があります。

神 山 Ｇ Ｈ Ｓ で は 、 ど こ に 警 告 表 示 を つ け る か ま で

決 ま っ て い る んで す か ？ 日 本 で は 警 告 表 示 が つ い

ていると売れないと言うこともあり、見えにくいと

こ ろ に つ け た が り ま すよ ね。

井 上 色 や 絵 柄 は 決 ま っ て い ま す が 、 商 品 容 器 の ど

こにつけるかまでの規制はないし、罰則がないです

ね 。

中 下 各 国 の 裁 量 が 大 き い んで す が 、 表 示 の ル ー ル

を共有化するというのは大進歩だと思いますよ。

日本では、２００６年１２月から労働安全衛生法改正に

より、労働現場で業務用に使われる９３物質について

分類と表示が義務づけられましたが、一般の家庭用

品・日用品などについてはまだ導入されていません。

こういう国際的な動きは日本にどのような影響
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を 及 ぼ す の で す か。

立 川 こ れ は シ ス テム を ま る ご と 変 え る 話 で す か ら、

途方もなく巨大な話ですね。そうすると、部分的に

どこかを切り捨てたり、持ってきて修正するのは非

常に難しい。だから、日本がこれにどう対応するか

というのは、政府も産業界もＮＧＯも含めて、けっ

こう 難 し い と い う か 気 合 い が い る んで す。 ま ず、 経

産省は、これが様々な形で関税障壁になったら困る

というのが最大の関心事です。環境省は、今、化学

物 質 で 非 常 に ガ タ ガ タ に な って ま す か ら 、 こ の 大 事

な と き に 対 応 が で き な く な って ま す。 だ か ら 、 早 急

に、体勢を立て直してやらないといけないという状

況 に あ る んで す。 た ぶ ん 実 際 に Ｒ Ｅ Ａ Ｃ Ｈ の 細 目 が

決まるこの６月以降、今度は具体的な作業が始まる

わけです、１０年、１５年かけて。で、通産と日本の化

学工業会はアメリカと一緒に、ＯＥＣＤのルートを

通して、できるだけ日木の産業にダメージがないよ

うに抵抗していこうという流れだと思います。

やっぱり１０年ぐらいかかりますからね。期待しつ

つも、やっぱり今後の進展を、我々は注目しておい

た ほ う が い い。

電機業界など輸出産業の対応は注目しておいても

よいでしょう。彼等の見解は、ＥＵの規制はいずれ

世界貿易の基準になる。無駄な抵抗はしないで早く

井 上 Ｒ Ｏ Ｈ Ｓ 規 制 は 電 子 機 器 に 含 ま れ る 有 害 な 化

学物質がリサイクルなどの過程で悪影響を及ぼすの

で、初めから製品中に使わないようにしようという

考え方に基づく制度です。規制されているのは６種

頬の金属系化合物です。なぜ金属系かというと、全

く分解せず、一歩問違えれば非常に毒性が強いから

です。環境に影響を及ぼし、食物連鎖の頂点にいる

人間に悪影響を及ぽすので、電子機器に一番多く使

われている物質を対象にして、管理というのでなく

使わないことにしたのです。これらの物質は部品に

使われているだけではなく、プラスチィックの触媒

や塗料、接着剤にも使われていますが、ＩＰＣ（註

３）データを使って分析をした結果も必要に応じて

要求しています。電機メーカーに納める塗料・接着

剤等は現実にそのようなデータを採らなければなら

なくなっており、産業界は既に対応しています。

れは何ですか？

中 下 国 連 を 中 心 と し た 取 り 組 み で、 世 界 的 に 統 一

されたルールに従って化学品を危険有害性（ハザー

ド）ごとに分類し、その情報を一目で分かるような



対応した方がよいというものです。これはＲＥＡＣ

Ｈを促進する動きになると考えてよいでしょう。

企業が持っている毒性データは最大の私有財産で

すから、絶対出さないです。以前、相当議論したこ

とがあるんですけど、結局出さなかった。ところが、

あれは宝の山で、安全性とか毒性を考えようと思っ

たら滅茶苦茶すごいデータなんです。これが社会共

通の財産になったら毒性問題とか安全問題とかは格

段に進歩するわけです。我々国民側としては、これ

は社会的共有財産だ、だから一定の制限はあっても

いいけど原則として企業が抱える独占データも公開

すべきだ。公開は社会全体のダメージとか、そうい

うものを結局はミニマムにするんだと言っていく必

要がある。そこら辺りのことが当面、気にしている

こ と で す。

中 下 国 際 社 会 で す か ら 、 Ｅ Ｕ の よ う に 大 き な 影 響

力のある地域がそういうことを始めるということに

なれば、日本政府、日本の産業界は対応せざるを得

な く な り ま すよ ね。

神 山 国 際 競 争 力 の あ る 大 企 業 は な ん と か 対 応 で き

るでしょうが、中小企業にどこまで浸透しているの

かわからないし、途上国からの輸入品はどうでしょ

う か。

井 上 対 象 物 質 が 入 っ て い る か ど う か は 、 国 内 の も

のならまだわかるが、輸入品ではわからないですよ。

中 下 わ か ら な け れ ば 、 中 小 企 業 も 含 め て 日 本 の 企

業も困る訳で、その意味では地球規模で取り組まな

ければならない時代になっていると思います。

神 山 日 本 政 府 も 、 化 審 法 の 枠 組 み を 見 直 さ な け れ

ばならない時期に来ている。既存物質がどこにどの

くらい使われているか誰も把握していないのは問題

で す。

中 下 Ｇ Ｈ Ｓ 導 入 に 際 して は 、 日 本 で は 表 示 に 関 す

る法律はたくさんあって、それぞれに要件や表示方

法が違うので、統一した表示制度にするのはとても

たいへんですが、これを機にぜひとも統合化に取り

組 んで も ら い た いで す ね。

井 上 Ｒ Ｅ Ａ Ｃ Ｈ が 出 て き た こ と で 良 か っ た の は、

目本のＧＨＳもこれでいいのかと、もう１度見直し

をする機運になってきています。

神 山 も っ と わ か り や す い 制 度 に し な い と い け ま せ

ん ね。
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中下［「本では、トータルな化学物質管理のシステ

ムがなく、何か問題が起こるとその都度、個別に対

応するというやり方でした。ＲＥＡＣＨは約４０の既

存の法律を統合したものなんですが、日本でも新た

な統合的な化学物質管理のための法律を作っていく

必 要 が あ り ま す ね。

産業界はこのような動きに対する反応が早いで

主 規 制 な ら ほ ど ほ

ど で と い う 風 で す

ね 。 Ｇ Ｈ Ｓ み た い

に 法 律 で 何 日 か ら

施 行 で す と い う こ

と に な れ ば 、 必 死

に 金 を か け て や る

が 、 ま あ や っ た 方

が い い と い う こ と

だ と な か な か や ら

すよね。どのように動いていますか？

井 上 産 業 界 は 、 全 て 法 規 制 さ れ る な ら 真 剣 に 、 自

ない。シックハウスだとか有機リンの農薬とかは直

接被害が次々と起こるので勝ち組になるために真剣

にやる。だから意外と自主規制のほうがきちっと進

むケースもある。けれど、ＧＨＳとかＲＥＡＣＨは、

直接一般の消費者には見えないので産業界にとって

は、まあゆっくりでいいというところでしょう。

神 山 ア メ リ カ は ど う い う 対 応 を 取 っ て い る の で す

か 。

井 上 Ｇ Ｈ Ｓ に つ い て は 、 当 分 は 見 送 り す る よ う で

す。ＲＥＡＣＨについてはどういう風にやるか動き

を見ながら、徐々に入っていくということでしょう。

中 下 日 本 と 同 じ 対 応 で す ね 。 む し ろ 日 本 が アメ リ

カの真似をしているというべきでしょうか。

井 上 え え 。 ア メ リ カ は 「 日 本 に は も う 混 合 物 は 売

らない、原料だけ売ればいい、中国に売るから関係

ない」と一部では言っている。だけどそれも一理あ

って、原料だけのほうが毒性ははっきりする。混合

物は、実際に何かどれだけ入っているか、分からな

いのに、責任は誰が取るんだ、そんな責任を収れも

しないことやったって仕方がない。ということです。

そういう点ではアメリカは合理的だと思う。

神 山 ア メ リ カ の よ う な い ろ ん な 国 か ら 移 民 を 受 け

入れているような国では、言葉がいろいろだから英



語で書いただけではダメなので、絵で見てわかるよ

引・こしていますね。もし間違って使われた場合に、

その説明が不十分だったら莫大な損害賠償を取られ

るでしょ。労働安全衛生法じゃなくてＰＬ法的に進

んでいるんだと思うんです。日本の家庭用品につい

てはほとんど警告表示がないでしょう。

例えば、酸性の洗剤と塩素系の洗剤を混ぜ合わせ

た時に有害物質が発生して人が死んだことがあって、

塩素系の洗剤には全部「混ぜるな危険」というラベ

ルが貼ってありますよね。おそらく警告表示で一番

目立つのはあれだけだと思うのです。この表示をど

こにつけるかという問題で、経営トップは目立つと

ころにつけたら売れないと言った。そういう点で警

告表示が日本は非常に遅れていますよね。

井 上 直 接 消 費 者 の 声 を 聞 く と 、 使 い 方 、 用 途 よ り

も危険性を表に書けと言う人が多いです。なぜ、危

険性を先に出さないのか、よくよく見ると小さい字

で書いてある、これではダメです。

日本で家庭用品についてほとんど警告表示がな

と思ったら、家庭用品に含まれる化学物質について

の情報を収集することはできるのでしょうか。

神 山 で き ま せ ん。

井 上 日 木 は 、 添 加 剤 と か 添 加 物 、 抗 菌 剤 と か 防 腐

剤等について、「これ何ですか」と聞いてもほとんど

公 表 し な い。

中 下 答 え な い で すよ ね 、 企 業 秘 密 で す か ら と。

神 山 末 端 の 製 造 メ ー カ ー 自 体 が 、 自 分 か 何 を 使 っ

て い る の か 分 か ら

な い わ け で し ょ。

そ れ か ら 警 告 に も

強 さ が あ り ま す。

死 ぬ と い う の か ら、

軽 い も の ま で 。 だ

か ら 非 常 に 強 く 警

告 し な き ゃ な ら な

い こ と は 、 よ く

立 つ よ う に マ ー

目
ク

をつける。そういうことを家庭用品も考えなきゃい

けないと私は思っています。それから、例えば、手

に触れたらよく洗ってくださいとか、目に入ったら

目をよく洗ってくださいとか書いてあるけれど、洗

わないとどうなるか、たとえば失明しますなどとは

書 いて な い の が 問 題 で す。

井上最近新聞に発表された有機リン問題では、３０

年前の医学データ・毒性データを使って、別に危険

じゃないといまだに工業会は走ってる。農薬もそう

で す。 そ こ が 問 題 な んで すよ。

ヨーロッパの、特にドイツを中心とする動きを全

て見ていると、自国はきちっと守っている。農薬の

危険なものはドイツでは全く作っていない、発明し

てポルトガルとかスベイン、アフリカにもって行く。

この構造だとＲＥＡＣＨというのはＥＵだけを守ろ

うというものになってくる。自分たちだけは絶対に

守ろう、そういう発想もウラで読む必要もあるとい

う気もする。ヨーロッパ、特にドイツははっきりし

て い ま す。

立 川 Ｅ Ｕ は ね 、 日 本 に と っ て ア メ リ カ よ り は る か

にモデルになる。でもあまり理想化してもいけませ

ん。ＥＵは法律や基準を統一しようとして大変苦労

しました。各国であまりにも違いすぎたのです。そ

こで基本原則をまず合意しよう。基本的なルールや

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ４５０

いのは、法規制がないからなんでしょうか。

神 山 い や 、 法 規 制 が な い の と 同 時 に 、 日 本 で は 裁

判で負けたら莫大な賠償金を取られるという土壌が

ないでしょう。仮に事故が起ったとしてもお見舞金

くらいで済まされちゃうから、自主的に警告表示を

しても勝ち組にはなれない。やはり訴訟社会ではな

いということも大きな原因じゃないかな。

井 上 そ れ と 、 家 庭 用 品 で Ｍ Ｓ Ｄ Ｓ （ 註 ５ ） を 提 出

すべ き だ と い う 意 見 が あ り ま す が 、 そ れ を や る と、

有害性だけが浮き上がって、怖いものだという印象

を与えるといけないので、経済産業省は、そこまで

やらないでおこうと。最近アメリカでは一部化粧品

でも必要であれば出す、日本でも一部接着剤では必

要であれば提出Ｉするという動きがあります。

神 山 化 粧 品 は 全 成 分 表 示 に な り ま し た よ ね 。 そ れ

から添加物も一応原則、全成分表示。けれど、家庭

用品は全然ないでしょ。また全成分表示といっても、

物質名で表示されてもわからないというのが正直な

と こ で すよ ね 。 ま た 含 有 割 合 の 表 示 も な いで し ょ。

もともと制度的に危険性を知らしめたくないという

ことが根本にあるんですね。
一 物 を 買 っ て も 表 示 が な い も の が 多 い し 、 書 いて

あってもなんだかよく分からない。本当に知りたい



コンセプトはあまり異論はないけれども、具体化す

るときは、メンバー国それぞれの事情を配慮すると

いう大人の選択をしています。

例えば、プラズマテレビは鉛をめちゃくちゃ使う。

ＥＵではともかくハンダはみんなやめろというので、

日本の電機産業は必死で対応した。にも関わらずプ

ラズマテレビは、ビジネスが大きい、諸国民の要望

が あ る 以 上 は 当 分 目 を っ ぶ る と い う 。 こ れ は ま あ、

コンセプトの理念は大変すごいけど、現場では結構

経済的な、大人の選択というか、現実的配慮をして
いるのです。我々も理想的なコンセプトだけではな

くてその辺も承知しておかないと、ＲＥＡＣＨを見

習えといっても、見習ったら現実で足をすくわれる

と い う こ と に な る。

中 下 確 か にそ う だ と は 思 う の で す が 、 Ｒ Ｅ Ａ Ｃ Ｈ

は 既 存 シ ス テ ム を

ド ラ ス テ ィ ッ ク に

転 換 し よ う と し て

い ま す。 そ う し た

大 き な 転 換 を 実 現

す る た め に は 、 ま

ず は コ ン セ プ ト を

共 有 す る こ と か ら

始 め る こ と は と て

も 大 切 だ と 思 い ま

す。 と い う か 、 そ う し な い と 実 現 で き な い と 思 う。
コンセプトが変わると、方向性も全然変わってきま

すから、これで何十年経つと、結果としてものすご

い 違 い が 出 てくる。

神 山 日 本 の 農 薬 取 締 法 に 、 輪 出 に は 適 用 し な い と
いう条文があるように、輸出を規制する国というの

はあまりないでしょう。自国で使えないようなもの

は他国にも輸出しちゃいけない。そういうコンセプ

トを世界中が共有しなくてはいけない。

中 下 と こ ろ が 日 本 で は 、 あ ま り に も 現 実 対 応 を 重

視し過ぎて、こんなことは現状ではとてもできない

と言ってあきらめてしまう。すぐに対応できないと、

何かコンセプトそのものまでを否定してしまうとこ

ろがある。これが問題だと思うんですよ。

神 山 何 か 問 題 が 起 っ た ら そ の 問 題 を 個 別 に 解 決 す
る 。 そ れで 終 わ り に す る。

中 下 そ れ だ け。 ト ー タル に 物 事 を 考 え な い。

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ、４５

立 川 工 業 化 学 物 質 は 、 シ ン グ ル の 毒 性 だ け で 、 複

合系のときにどうなるかってことは、ＲＥＡＣＨで

も ま だ 研 究 調 査 し よ う が な い か ら や っ て い ま せ ん。

ところが現実の問題は複合汚染しかないわけで、こ

の辺はＲＥＡＣＨでカバーできないんです。

井 上 大 学 で 化 学 を 学 ぶ と き 、 毒 物 化 学 を や る の は

薬学部ぐらいなんですよね。ほかでは一切教えない

のです。これは非常に問題がある。医学部も農学部

もすべてそうですが、化学を学ぶ人は、必修でやる

べ き な んで す ね。

神 山 そ れ か ら 化 学 の 人 は 生 物 学 を や ら な い っ て い
いますね。だけど毒性というのは生物に対するもの

だから、化学物質の性質だけ分かっていても、やっ

ぱり生き物のこと、生態系との関係が分からないと

毒 性 は 分 か ら な いで すよ ね。

立 川 ケ ミ ス ト リ ー と い う 学 問 は 消 えつ つ あ る んで

す。生物と化学が一体化してますから。

井 上 毒 性 学 的 な も の 、 生 物 、 生 化 学 的 、 生 態 系 へ

の影響だとか、そういったものをもう少し学ぶこと

が 大 切 で す。

立 川 そ れ ね 、 教 育 側 か ら 言 う と 、 学 部 レ ベ ル で は

教えられないんですよね。相当高度の分子生物学と

生物学両方分からないといけない。だから、大学院

ぐらいにならないと、そういう教育はできないんで

す 。

井 上 シ ッ ク ハ ウ ス な ど も 完 全 に そ う で すよ 。 建 築

側の人たちは上に換気扇つけますが、化学系は下に
つけろって言うんです。空気の分子量は２９、ホルム

は３０．３で重いんだから。だから建築でも最小限建築

で使う材料化学を教えるべきだって僕はね、最近言

っ て る の。

立 川 Ｒ Ｅ Ａ Ｃ Ｈ は ど う して も 勉 強 し な く ち ゃ い け

ないんだけど、ＮＰＯとか国民会議とかが、一体何

をしたらいいかということになると、これ大きすぎ

ちゃって、どこからやれるかというのが悩ましい。

神 山 シ ン ク ・ グ ロ ー バ リ ー ・ アク ト ・ ロ ー カ リ ー

というように、小さいところからやっていくしかな

い と 思 い ま す ね。

立 川 総 論 は あ ま り イ ン パ ク ト が な い んで す。 個 別

化 で 噴 出 し た も の に つ いて こ だ わ って、 徹 底 的 にや

るっていうのがやっぱり、一番の教育効果があるの

で は な いで し ょ う か。



中 下 し か し 、 や は り Ｒ Ｅ Ａ Ｃ Ｈ の よ う な 全 体 を 見

据えた総合的取り組みが大事だと思います。ようや

く、経産省でも産構審で議論を始め、中間取りまと

めを公表しました。環境省も中環審で２年ぐらいか

けて化管法と化審法を含めて総合的な化学管理のあ

り方を考えると言っています。ようやく国レベルで

も総合的な検討の必要性が認識され始めたように思

い ま す。

立 川 そ れ は 本 当 に 結 構 だ け れ ど も 、 タ ウ ン ミ ー テ

ィング化を怖れるわけです。基本的な重要な情報は

行政なり産業界なりがみんな握ってるわけです。そ

こからフィルターをかけた情報が出て来る。都合が

悪い情報は、どっかでフィルターにかけられちゃっ

ているでしょ。それを国民会議やＮＰＯがどう突破

するか、どうやるかっていうのが、僕は一つの仕事

だ と 思 って ま す。

神 山 こ の 前 の 、 アメ リ カ 産 牛 肉 か ら ダイ オ キ シ ン

という報道も大新聞で載せたのはたしか読売だけで

しょ。あとは共同通信で地方新聞だけなのね。

井 上 群 馬 の 有 機 リ ン 問 題 は 、 朝 日 、 読 売 、 毎 日、

日経も全く載ってない。

立 川 群 馬 県 は 特 別 で し ょ 。 知 事 が よ くや っ て い る

から。地方自治体がひとつの突破口だと思う。国の
コントロールは難攻だけれども地方自治体なら突破

で き る と 思 う。

神 山 有 機 リ ン が 取 り 上 げ ら れ る ま で、 長 か っ た で

す よ ね。

井 上 取 り 上 げ ら れて か ら は 意 外 と 、 約 ３ 年 く ら い

で一気に進みましたね。

神 山 シ ッ クハ ウ ス と か 化 学 物 質 過 敏 症 が 、 社 会 的

に認知されてきているでしょう。ホルムアルデヒド

は一応国が認知したから、今度は有機リンでしょう

か。やっぱり日本では健康被害が生じないと、制度

が 動 か な いで す ね。

立 川 我 々 と して は 個 別 物 質 の 怪 し げ な と こ ろ は し

っかりやれるので、そういうところを大事にやって

いく。それと何か別のメディアが欲しい。

神 山 イ ン タ ー ネ ッ ト が 使 え な い か 、 で す ね。

井 上 国 内 は も ち ろ ん 、 海 外 の 専 門 家 と 個 別 に イ ン

ターネットでやりとりしながら情報を取っていくと

いうことも大事です。

立 川 政 治 と 具 体 的 な コ ン タ ク ト を し な い と い け な

くなっている。サイエンスとかテクノロジーがこれ

だ け 膨 大 な お 金 を 持 って 国 家 戦 略 と して や り だ して

い る と 、 我 々 も サイエ ンス と か テ クノ ロ ジ ー を 政 治

の枠組みの中で考えるという意識を明確にしていか

ないとこの問題にアプローチできない可能性もある。

神 山 昔 、 裁 判 所 で 住 友 化 学 に 対 して 文 書 提 出 命 令

をもらって、農薬の毒性生データを全部出させたこ

とがあります。だけど、１ページごとに、この裁判

以外には使ってはいけないという赤いゴム印が押し

てある。ひどいなと思ったことがあります。

中 下 Ｒ Ｅ Ａ Ｃ Ｈ が 実 施 さ れ れ ば 、 企 業 は 化 学 物 質

を使う限りはそのデータを出さなきゃならないこと

になります。ただ全部そのまま公開するという訳で

は な い よ う で す が … …。

立 川 デ リ ケ ー ト な と こ ろ は 出 さ な く て す む よ う に

な っ て い る 。 １ 万

の 化 学 物 質 を 検 討

して も 商 品 に な る

の は ご く 僅 か で す。

製 品 に な ら な か っ

た 膨 大 な 毒 性 デ ー

タ が あ る 。 そ れ が

す ご い 。 宝 の 山 だ。

そ れ を 捨 て な い で

持 っ て い る わ け で

す。ＥＵといえどもそこは踏み込めない。今度のＲ

ＥＡＣＨの毒性は業界の負担で実施します。政府は

人もお金も乏しく、実行は邨しい。業界でやるのは

しょうがない対応です。

井 上 し か し 業 界 で や る 以 上 は 、 絶 対 フ ィ ル タ ー が

か か ってくる の で す。 業 界 が 出 してくる デ ー タ は 一

定のフィルターがかかっていると思わざるを得ない。

そ こ が 本 当 に 気 に な って い る。

日本の課題について一言で集約して頂いて、そ

れに対して我々ＮＧＯは一体何ができるのかをお話

し 頂 け ま す か。

中 下 日 本 の 化 学 物 質 管 理 制 度 は 、 省 庁 の 縦 割 り の

中 で 個 別 対 策 ご と に バ ラバ ラ にや って い る の で、 基

本 的 コ ン セ プ ト が 明 ら か に な っ て い な い 状 況 で す。

このようなシステムでは、持続可能でないというこ

とははっきりしてきていると思います。したがって、

日本でもＲＥＡＣＨやＧＨＳをきっかけに統合化を

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１４５●



目指していくべきだと思っています。このような省

庁の枠組みを超える政策は、個別の省庁ではできな

いので、ＮＧＯの役割が重要です。

国民会議も含め化学物質に関係するＮＧＯが集ま

って「新化学物質政策ＮＧＯフォーラム」という組

織を結成して、「市民提案」というものをまとめたん

ですけれども、こういうものを、国民会議の会員を

はじめ、もっと一般市民の方々にわかってもらうと

いう取り組みをしたいですね。政治家にも、ＲＥＡ

ＣＨをきっかけに問題意識を持ってもらうために働

きかけをしたいと思っています。我々はこれまで何

度も総合的な化学物質管理を実現しようと訴えてき

ました。ようやく行政でも、そういうことに耳を傾

けなければいけないという気運は出てきていると思

いますから、地道に提言活動を続けていくというこ

とはとっても大事なことかと。我々が今まで指摘し

てきたことが、ようやく少し現実課題となり、日本

の法制度の改革につながりつつあるのかなという感

触 を 持 って い ま す。

神 山 元 気 に な っ て き ま し た よ ね 。 車 に は 両 輪 が 必

要で、政策提言とか国際的な運動と同時に、もうち

ょっと現実に健康被害に苦しんでいるシックハウス

や化学物質過敏症問題など、個別具体的な問題につ

いて国民会議として何かできるかということも必要

だ と 思 って い ま す。

それからもう一つ、私は食品プロジェクトにも関

わっていて、今、子どもプロジェクトと一緒に、有

害金属の子どもへの影響などの学習もやっています。

今、社会が少し不穏な状態になってきて、子どもを

どうやって育てたらいいのかという不安もあるわけ

だから、「こうすれば変われるかもしれない」という

ようなことが見えてくる学習会などもやっていきた

い。私たちが直面している問題をひとっひとっ解決

するような活動をしていきたいと思っています。

中 下 私 た ち の 身 の 回 り で 起 こ っ て い る こ と を 、 特

に子どもに関して起こっていることを取り上げる中

で、化学物質の問題を一般の人に分かってもらえる

ように語りかけていくことは、今年も国民会議とし

て取り組みたい課題ですね。

井 上 行 政 の 政 策 が な か な か 進 んで い か な い 。 そ れ

でも粘り強く説得し、１人か２人でもいいので、熱

心に執拗に固執するぐらいにやっていく人がいれば、

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．４５

け っ こう動いていくもんだということを感じていま

す。シックハウスとかＣＳでも、もう別にいいんじ

ゃないかという雰囲気で、ちょっと下火的になって

きている。でもそうじゃない。現実にはもっと起こ

ってきている。化学物質だとかシックハウスとかに

絡む裁判もどんどんでてきている。

最近会社でやる話し合いは、「患者のためにならな

いから、気をつける」というのと同時に、「こういう

ことで訴えられないために、いち早く会社の体制を

切り替える」。「ただ機能と利益と便利さを売ってる

時代は終わった」。安全性重視に早く転換しないと会

社が潰れる時代に入った。より安全で、よりいいも

のを作るという発想を企業が、ＲＥＡＣＨ、ＧＨＳ

をはずみにして持ってくれること、もっと情報を出

していかなきゃいけない。だけどそれが継続的にな

されるためには、喉もと過ぎればっていうことにな

らないように、ＮＰＯなどが持続的に関わっていく、

この熱意が大事・だと思います。

立 川 化 学 物 質 の 安 全 に つ い て は 市 民 運 動 は 自 信 を

持っていい。産業界も、行政も、率先してこの問題

に取り組んだのではない。市民の絶えざる様々な運

動が今日までの安全性の問題を展開してきたんです。

こういう運動がなければ、お役所も企業も動かなか

った、そういう面では絶対的な自信を持っていいと

思 い ま す。

ただ、昔は、メディアが一緒についてきた。メデ

ィアが伝えてくれたことによって国民的理解が広が

ってきた。最近はメディアがすっかり抑えこまれて、

その応援がなくなった。それで僕がこだわっている

のは、じゃあ今までの大新聞やテレビのような大き

なメディアに代わる、我々の意見を代弁できるよう

なメディアが何としても欲しいということです。

何か目の前におきている具体的なことをみんなで

やっていく、それをやっぱり社会的な話題にしてい

くというあたりが、当面は現実的だし、社会的にイ

ンパクトがある有効な取り組みだと思います。だか

ら、小さくても目の前に起きた新しい問題を愚直に

み ん な で 取 り 組 んで い く と い う こ と を して い け ば、

それにはメディアがのってくるかもしれない。

私 た ち の た め の 新 し い メ ディア と して は 具 体 的

な構想をお持ちですか？

立川［１コミかもしれない。古典的だけど、集会や



勉強会で、１対１で確実に拡がる。ＩＴ絡みは広く

薄くで、どこかで霧散してます。ＩＴがらみは先方

も得意なところです。僕は口コミをうまく組織化で

きると面自いと思ってるよ。

井 上 今 の イ ン タ ー ネ ッ ト を 使 っ た ロ コ ミ 。 最 近 で

は、携帯で何日にこんなのあるって一斉に仲間に流

してるみたいですね。これをうまく利用すると、か

な り 広 が り ま すよ。

ありがとうございました。

註１：ＲＯＨＳ（ローズ）とは、Ｒ・ｔｒｉｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｕｓｅｏｆ

ＣｅｒｔａｉｎＨａａｌｒｄｏｕｓＳｕｂｓｔａｎｃｅｓｉｎＥｌｅｃｔｒｉｃａｌａｎｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃ

ＥｉｑｕｉＰｍｅｎｔの略称。同指令は、ＥＵ全域で２００６年７月

に 施 行 さ れ た 。 電 気 電 子 機 器 を 対 象 に 、 Ｐ ｂ （ 鉛 ）、

Ｃ ｄ （ カ ド ミ ウム ） 、 Ｈ ｇ （ 水 銀 ） 、 ６ 価 ク ロ ム 、 Ｐ Ｂ Ｂ

（ ポ リ 臭 化 ビ フ ェ ニ ル ） 、 Ｐ Ｂ Ｄ Ｅ （ ポ リ 臭 化 ジ フ ェ ニ ル

エ ー テ ル ） の ６ つ の 有 害 物 質 の 使 用 量 が 規 制 さ れ る。

註２：ＲＥＡＣＨ（リーチ）とは、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ、

ＥＥｖａｌｕａｔｉｏｎ、ａｎｄＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎｏｆＣＨｅｍｉｃａｌｓ（ィヒ学物質

の 登 録 、 評 価 、 認 可 ） の 略 称 。 予 防 原 則 を ベ ー ス と

し た 、 人 の 健 康 と 環 境 を 化 学 物 質 の 危 険 か ら 守 る た

め の 統 合 的 な 化 学 物 質 政 策。

註３：ＩＰＣ（アイピーシー）とは、ｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａＩＰａｔｅｎｔ

（ｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ（国際特許分類）の略称。特許文献の円

滑 な 利 用 を 図 る こ と を 目 的 と し た 世 界 共 通 の 特 許 分

類 。

註４：ＧＨＳ（ジーエイチエス）とは、：Ｇｌｏｂａｌｌｙ

ＨａｒｍｏｎｉｚｅｄＳｙｓｔｅｍｏｆＣＩ１１ｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎａｎｄＬａｂｅｌｌｉｎｇｏｆ

Ｃｈｅｍｉｃａｌｓの略称。２００３年７月、国連からという化学

品 の 分 類 お よ び 表 示 に 関 す る 世 界 調 和 シ ス テ ム に つ

い て な さ れ た 勧 告。

註５：ＭＳＤＳ（エムエスディーエス）とは、Ｍａｔｅｒｉａｌ

ＳａｆｅｔｙＤａｔａＳｈｅｅｔ（化学物質等安全データシート）の

略 称 。 事 業 者 が 特 定 の 化 学 物 質 お よ び 化 学 物 質 を 含

ん だ 製 品 を 他 の 事 業 者 に 出 荷 す る 際 に 添 付 す る そ の

化 学 物 質 に つ い て の 情 報 を 記 載 し た シ ー ト を い う。

化 学 製 品 を 安 全 に 取 り 扱 い 、 事 故 を 未 然 に 防 止 す る

こ と 目 的 と す る 。 記 載 内 容 は 、 名 称 ・ 製 造 企 業 名 ・

化 学 物 質 の 性 状 ・ 取 り 扱 い 方 法 ・ 危 険 性 や 有 害 性 の

種 類 ・ 安 全 対 策 ・ 緊 急 時 の 対 策 等。

１お詫びと訂正】
ニュースレター４４号の吉永淳先生ご請演の報告文を一部訂正いたします。

２００６年１１月の総会でご講演いただきました吉永淳先生から、２００７年２月２８日、報告記述箇所の不正確な点について

のご指摘を受け、以下の４簡所の訂正いたしますので、ご了解ください。＊Ｉ：ご所属について、（誤）新領域創世科

学研究科→（正）新領域創成利厚研究科、＊２：①のｂ）「魚を毎日１００ｇ以上と多量摂取する人は」を「魚を多量摂取す

る人は」にー・部文言を削除、＊３：①のｂ）「３０ｐｐｍに達するとされており、注意が必要である。」を「３０Ｐｐｍに達する

こともあるとされている。」に下線部を訂正、＊４レ②のｂ）巾はどの「また米国での調査結米によれば～注意力が劣

るとの報告もある。」までを削除。なお、吉永原先生と読者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫

び 申 し 上 げ ま す 。 ２ ０ ０ ７ 年 ３ 月 １ 日 、 報 告 文 文 責 ： 山 田 久 美 子

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１４５＠
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１９９８年の国民会議発足にあたり、国民会議の

趣旨に賛同して発起人になって下さいました宇

井純先生が、昨年１１月１１日にお亡くなりになり

ました。７４才でした。

る時代である。国は膨大な税金を科学技術分野に投

入し、その高皮化と展開は速い。科学技術は国民か

らは次第に遠い存在となり、専門家槃団にその将来

が託される。『公害の政治学』には、「住民が住みよ

い日本を目ざして述動するならば、それにふさわし

い科学的な理論を自分の手で築き上げなければなら

ない」とある。科学を住民の福祉のために発展させ

るには、私どもは『住民のための科学の政治学』を

彬想し、実現することが求められている。

国 民 会 議 代 表 立 川 涼

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１４５

宇井先生は、新潟水俣病訴訟において原告弁
護団の補佐人を務められ、東京大学工学部都市
工学科の助手時代に、有名な「公害の政治学-

水俣病を追ってー」（１９７２：三省堂）を著して、

宇井さんの闘いをどう引き継ぐか

宇井さんの研究者としての出発点は下水の生物処

理であった。沖縄に行っても豚舎の廃水処理をぼや

きながらも楽しんでいた。宇井さんの方法は、野上

弥生子の生家であるフンドーキンの処理池のように

大きいものはまれで、ほとんどは小さく于作りのお

もむきである。巨大で高度な設備や制御系には批判

的であった。もともと生物処理は、工場のように定

常 的 連 続 運 転 が む つ か し い 。 自 然 や 生 物 を 相 手 に、

おだやかな水面の下で展開されている複雑で動的な

生物の世界を見る自がいる。庭いじりに似ていなく

もない。苦労と楽しさが同居している。宇井さんの

激しい闘いを支えてきた一端は、このあたりにあっ

たような気がしてならない。

彼 の 代 表 的 著 作 ｒ 公 害 の 政 治 学 』 （ 三 省 堂 新 書、

１９７２）には、「公害には第三者はいない……口

が潜在的な当事者である。第三者を名乗るものは必

ずといってもよいほど加害者の代弁をして来た」と

書かれている。公害・汚染の解決の道は、住民の時

として悲鳴に近い叫びから始まっている。政治や企

業 が 先 行 して 対 策 を 実 現 し た 例 は 少 な いで あ ろ う。

今 日 で は 環 境 問 題 は 複 雑 か つ 長 期 的 な 課 題 が ふ え、

闘うべき対象が見えない、わかりにくくなっている。

宇井さんの闘いを私どもはどう引き継いでいけばよ

い の で あ ろ う か。

科学技術の進展とその水準が一国の命運を左右す



水俣病など公害の原因企業を厳しく糾弾してこ
られました。１９８６年に、沖縄大学教授に就任さ
れ、新石垣空港建設反対運動などに参加されま
した。２００３年には沖縄大学名誉教授の称号を授
与されていらっしゃいます。
１９７０年にフィンランド自然保護協会特別大賞
（水銀汚染の危険の警告について）、１９７２年毎日
出版文化賞（公害原論講義録の出版に関して八
１９９０乍にＳＭＯＮ奨励賞、１９９１年に国連環境計

画ＧＬＯＢＡＬ５００賞など数々の賞を受賞されてい

ます（受賞歴は、沖縄大学ホームページより）。

私たちは、心から宇井先生のご冥福をお祈り

すると共に、発足を応援して下さった宇井先生

のお心に違わぬような活動を続けていきたいと

思 い ま す。

宇井純さんの遺志を引き継いで

昨年１１月１１日、宇井純さんが亡くなられました。

私にとって人生の歩むべき道（航路）を大きく変え

るきっかけを与えて下さった３人のうちのお一人で

した。いずれも故人になってしまわれましたが、お
一人は田尻宗昭さん（１９９０年逝去、享年６２歳）、もう

お一方は高木仁三郎さん（２０００年逝去、享年６２歳）

で し た。

この３人のうち最初に出会った方が宇井純さんで

した。正確な年月日は忘れましたが、宇井純さんが

当時助手をしておられた東京大学の構内で開講され

た公開自主講座「公害原論」を聴諾するようになっ

てからのことで、その当時（１９７０年）私は早稲田大

学応用化学科を卒業し、ケミカルエンジニアリング

になることをめざして修士課程に進みながら、熊本

水俣病事件に引き続いて新潟水俣病という公害を生

み出してきた生産工学の道に進むことに疑問を抱き

はじめておりました。そうした折、東京大学工学部

で「東京・水俣病を告発する会」の設立集会が開か

れることを知り、この集会に参加したことがきっか

けで水俣病の告発運動に関わるようになりました。

「公害原論」では、毎回各地の公害現場で闘って
いる住民や被害者の方からの話とそれに対する宇井

純さんの解説がありましたが、その話の中で、宇井

純さんから科学技術が人問を幸福にするのではなく、

イタイイタイ病や水俣病のような公害被害者を生み

国 民 会議常任幹事藤原寿和

出してきたこと、企業内技術者も大学内学者・研究
者も公害企業や被害者を切り捨てる行政側の犯罪に
加担してきたこと、そして公害に第三者という立場
はない、被害者の側に立つかあるいは加害者の側に
立つかどちらかだとの強烈な話に打ちのめされ、こ
のことがきっかけで化学系企業への就職の道を振り

切り、修士課程も中途で退学し、そして中部電力浜
岡子力発電所の反対運動に身を投じることになりま
し た。
それ以来、宇井純さんとは私が関わってきた千柴

県市川市沖合の東京湾三香瀬埋立問題や江戸川左岸
流域下水道終末処理場建設問題、カネミ油症被害者

支援運動、水俣産廃処分場建設問題などの取り組み
を通じて柵談に乗っていただいたり講師を引き受け

て下さったりのお付き合いをさせていただきました。
まだまだこれからというときに不意に逝ってしまわ
れました。今、当時自主講座実行委貝会に関わって
こられた方や東京・水俣病を告発する会の方、そし
て日本環境会議の方々と「宇井純さんを偲ぶ会」を
６月に催すため準術に収りかっているところです。
どこまで宇井純さんの遺志を継げるかわかりません
が、反公害一反権力の意志はこれからも堅持してい
きたいと思います。
宇井純さん、どうぞ安らかにお眠り下さい。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．４５Φ



化学物質管理をめぐる議論の場に
参加して-ｊｌｌ構審化学物質政策基本間剔ヽ委員会・報告

国民会議常任幹事中地重晴

なぜ小委員会が設置されたのか

昨年５月産業構造審議会化学・バイオ部会に化学物質政

策基本問題小委貝会が設置され、１２月まで９回の委貝会を

開催して、化学物質管理政策のあるべき姿について議論し

ました。市民セクターの代表として小生と佐藤泉先生が参

加されています。なぜこの時期に議論したのかですが、化

密法、化管法の見直し時期も近いという理山もありますが、

それよりも世界的な化学物質管理をめぐる新たな勤きの中

で、日本の化学物質管理政策はこのままでよいのか、新た

な政策を実施するのかが問われてきているからです。咋年

５月に２０２０年までに悪影響を最小化するというＳＡＩＣ

Ｍの世界実施計画がまとめられました。また、ＥＵでは新

規化学物質、既存化学物質両方を対象とする新たな化学物

質規制であるＲＥＡＣＨが昨年末に採択され、施行される

ことになりました。アメリカでもＴＳＣＡ（化学物質規制

法）を改正する動きがあり、また国連勧告によりＧＨＳ

（化学品の区分と表示に関する世界調和システム）が２００８

乍までに国内制度に導入することが決められております。

既 存 化 学 物 質 の 毒 性 評 価 の 遅 れ

現在市場に出回っている化学物質の種類は１０万種類とも

いわれ、年々新たな化学物質が製造、輸入されています。

こうした新規化学物質の製造、使用に際しては、化審法で

事前の届出が義務付けられており、製造量が多いもの（年

間１トンを超える）は薔積性、難分解性試験と共に安全

性評価の実施が義務付けられています。化学物質の使用に
ついて事前審査をする制度は、日本が世界に先駆けて１９７３

年に化審法として制度化したのですが、その後の技術革新

の巾で、製造使用される化学物質の種類や生産量が増加し

ています。既に使用されている物質（既存化学物質）につ

いては、問題が起きていないのであるからときちんとした

安全性評価を行わず、使用を認めている事態が続いていま

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１４５

した。現在、生産量の大きい既存化学物質については、Ｏ

ＥＣＤのＨＰＶプログラムやＪａｐａｎチャレンジプログラム

という企業の自主的な取組みによる安全性評価が実施され

てきています。全体でも数千物質までには于が届きませ

ん 。

Ｒ Ｅ Ａ Ｃ Ｈ の 成 立

ＥＵが昨年末に導入を決定した新化学物質政策ＲＥＡＣ

Ｈは、全ての化学物質を対象に一定規模の製造量がある物

質の安全性評価を事業者に義務付けたのが特徴です。日本

も同じような考え方にたって、新規化学物質、既存化学物

質を問わず、どのように安全性を評価し、管理していくの

か。気がっけば、欧米よりも遅れた法制度をどう見直すの

かが今回の小委貝会の目的だったといえます。

中 間 と り ま と め に つ いて

産構審小委貝会は最初の７回は、化学物質政策のあるべ

き姿・基本的な考え方、安全性情報の収集・把握、安全｜生

情報に係る情報基盤の整備、安全｜生情報の伝達、リスク評

価体制、リスク管理体制、開際動向や国際協力への的確な

対応、リスクコミュニケーションや人材育成などテーマご

との議論を行った後、議論を整理し、中間とりまとめの報

告書を作成しました。小生は、市民のために必要な化学物

質管理と安全性評価のあり方について、委貝会の場で意見

を述べるだけでなく、必要な時には、意見書を提出してき

ました。今号で中下先生が報告されている市民意見の要約

も意見として提出しています。

中間とりまとめについては、１月中にパブリックコメン

トの募集がありました。今後は、中央環境審議会環境保健

部会に設置された化学物質環境対策小委貝会と合同で、具

体的な化管法、化審法の改正論議にいかしていくとのこと

ですので、審議の動向に注目をお願いします。



「化学物質管理のあり方に関する市
民からの提案」を提出しました！

２００６年１２月、ＥＵの新化学物質法案（ＲＥＡＣＨ）

が議会を通過し、いよいよ本年６月から施行される

ことになりました。ＲＥＡＣＨについては、これま

でもニュースレターで紹介していますが、従来の化

学物質管理の手法を大きく転換する画期的な法律で

す。ＥＵでは、２００１年２月に公表した白書でＲＥＡ

ＣＨの骨格を提案して以来、約６年をかけて合意形

成を図り、いよいよスタートにまで漕ぎつけました。

国 民 会 議 を 含 む 化 学 物 質 問 題 に 関 わ る Ｎ Ｇ Ｏ は、

ＲＥＡＣＨについて学ぶための国際セミナーを２回

にわたって開催するとともに、「イヒ学物質汚染のない

地球を求める東京宣言」を発表し、日本においても、

ＲＥＡＣＨの基本理念を実現するような化学物質制

度の包括的な見直しに早急に取り組むことを提案し

ま し た。

こうしたＥＵの動きを受けて、わが国においても、

昨年春から、経産省、環境省で現行の化管法、化審

法の見直しを見据えた検討が始まりました。そこで、

東京宣言の実行委員会に参加していた市民団体が中

心となって、日本の化学物質管理のあり方について、

市民自らが政策提言を行うための新たな市民のネッ

トワーク［新化学物質政策ＮＧＯフォーラム］を結

成しました。構成団体は、国民会議のほか、有害化

学物質削減ネットワーク（Ｔウォッチ）、化学物質問

題市民研究会、ＷＷＦジャパン、全国労働安全衛生

センター連絡会議、中皮腫・じん肺・アスベストセ

ンターの６団体です。

「新化学物質政策ＮＧＯフォーラム」では、昨年

１２月、「化学物質管理のあり方に関する市民からの提

案」（市民提案）を取りまとめ、本年１月２３日、環境

省、経産省、厚労省宛に提出するとともに、各省の

担当者と意見交換を行いました。市民提案では、以

国 民 会 議 事 務 局 長 中 下 裕 子

下のような７項目の提案を行っています（市民提案
の全文は国民会議のＨＰに掲載してありますので、
ぜひご覧下さい）。

①化学物質管理のあり方の基本的方向性に関する
提案
②化学物質に関する情報の収集、伝達のあり方に
ついての提案

③ＧＨＳの本格導入に関する提案
④化学物質管理手法に関する提案
⑤リスク評価・リスク管理のあり方に関する提案
⑥新たな被害に対する救済制度についての提案
⑦新たな課題への対処（ナノ技術に関する提案）
同フォーラムでは、市民提案への支持を拡げつつ、

今後とも立法・行政に働きかけて、日本の化学物質
管理制度の抜本的な改革が実現できるよう尽力した
いと考えております。皆様の一層のご支援・ご協力

をよろしくお願いいたします。
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国 の ア ス ベ ス ト 含 有 建 材
デ ー タ ベ ース に つ い て

国 民 会 議 常 任 幹 事 中 地 重 晴

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ、４５

● 晴 報 不 足 の ア ス ベ ス ト 含 有 建 材

その後、取り残された問題として、日本石綿協会の

訓査では、約４０００万トン存在すると推定されている建

材中のアスベストの廃棄に伴う飛散をどのように防止

するかというのがあります。廃棄物最終処分場の残余

容量に限りがあるため、改正された廃棄物処理法では、

廃アスベスト建材の溶融処理の推進が盛り込まれまし

た 。

市民にとって、アスベスト建材が自分の家のどこに

使われているかを知ることが関心事でしたが、国から

十分な情報提供が受けられなかったので、昨年夏より、

地球環境基金の助成金も得られたので国民会議内にア

スベストプロジェクトチームを立ち上げ、アスペスト

含有建材の問題にどのように対処すべきかを取りまと

める作業を行ってきました。この作業の中で、身近な

ところにアスペスト建材が使川されていることがわか

り、改めてアスベストの恐ろしさを実感しました。３月

末には国民会議ブックレットとして発行する予定です。

● 国 の デ ー タ ベ ー ス の 内 容

今回、国、経済産業省と国土交通省が共同で作成し

たアスベスト建材データベースは、経済産業省、国土

交通省のホームページから、パソコンにダウンロード

して使用することができます。２００４年１０月にアスベス

トの建材としての使用が原則禁止となり、新たにアス

ペスト建材、新製品が製造されることがないため、建

材メーカーが自社のホームベージなどで公表している

製品名を収集し、製品名や使用部位などから検索でき

るようなシステムになっています。

早速ダウンロードしてみましたが、結構使い勝手の

悪いデータペースであることが分かりました。

データベースに登録されている建材情報は、官公庁、

業界団体、建材メーカー等の公表データ以外は、関係

業界団体や建材メーカーから所有するデータ、情報を

収集、整理したものをまとめ、当該建材メーカー等に

アスベスト含有建材であることを確認しているかを再

度問い合わせて、確認済みの建材のみを掲載している

よ う で す。

使用されている建材の名称（製品名）、メーカー名

等が分かる場合は直接検索できますが、建材の名称

（製品名）やメーカー名がわからない場合でも、戸建

住宅の場合、建築物の竣工年、施工部位等から建材の

検索ができるようになっています。現在１３１６のデータ

が登録されているとのことですが、日本国内で製造さ

れたアスベスト含有建材全てを網羅しているかどうか

は、わかりません。参考までにアスペスト含有建材名

のリストを表に示します。

データ収集に協力的なメーカーがどれくらいあった

のか、検討つかないので、これでよしとするかは、は

なはだ疑問です。

● は じ め に

昨年１２月１３日、経済産業省と国土交通省が同時にア

スベスト含有建材データベースをホームページで公開

しました。一昨年のクボタショック以降、アスペスト

の危険性が明らかになり、様々な対策がとられてきま

した。その中で、飛散しやすい吹き付けアスペストの

存在については、各省庁が自ら所管する建物について

は、調査し、存在が確認されれば、建物名と場所を発

表して、除去工事を行っています。また、国土交通省

は１０００平方メートル以上の民間の建物についても調査

を義務付け、存在が確認されれば報告することを義務

付ける通知をだしました。これらの調査結果について

は、前回報告しましたので、参照してください。



● ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 対 策 は 予 防 原 則 を 適 用

す べ き

今回公表された国のデータベースで検索しても、我

が家の建材がアスペスト含有建材かどうかの判断がつ

かない場合も多いかと思います。建材１枚１枚をＸ線

回折でアスベストの含有を検査するのには、多大な労

力とお金がかかり、個人の能力を超えています。国の

データベースや表の建材名リストをもとに、過去にア

スペストが使用されていたことがわかる建材は、アス

ベストの含有の有無を問わず、アスペストが含有され

ているものとして取扱うべきです。そして、廃棄の際

に、建材を粉砕したりして、環境中にアスペストを飛

散させないように、慎重に取り扱うべきだと考えます。

すなわち、予防原則を適用し、全ての建材はアスベス

ト含有建材として取り扱うことが重要だと考えます。

戸建住宅の解体工事に伴って、アスペストが飛散し

ないための対策としてはこのことが一番重要だと思い

ま す。

石綿（アスベスト）含有建材名（一般名）リスト
２００６年１２月

建 材 名 登録建材
データ数

吹
付
け
材

吹付け石綿
石綿含有吹付けロックウール
湿式石綿含有吹付け材
石綿含有吹付けバーミキュライト
石綿含有吹付けパーライト

２２
６
５
１

Ｒ
Ｅ覆
２
斡

石綿含有けいそう土保温材
石綿含有けい酸カルシウム保温材
石綿含有バーミキュライト保温材
石綿含有パーライト保温材
石綿保温材
石綿含有けい酸カルシウム板第２種
石綿含有耐火被覆板
屋根用折板石綿断熱材
煙突用石綿断熟材

１４
２
１
３
１７
４
２
５

ミ
宍
宍-
肖ぎ

石綿含有スレートホード・フレキシブル板
石綿含有スレートボード・平板
石綿含有スレートボード・軟質板
石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル板
石綿含有スレートボード・その他
石綿含有スラグせっこう板
石綿含有パルプセメント板
石綿含有押出成形セメント板
石綿含有けい酸カルシウム板第１種
石綿含有ロックウール吸音天井板
石綿含有せっこうボード
石綿含有パーライト板
石綿含有その他ボード
石綿含有その他パネル
石綿含有壁紙
石綿含有ビニル床タイル
石綿含有ビニル床シート
石綿含有ソフト巾本
石綿含有住宅屋根用化粧スレート
石綿含有ルーフィング
石綿含有窯業系サイディング
石綿含有建材複合金属系サイディング
石綿含有スレート波板・大波
石綿含有スレー卜波板・小波
石綿含有スレー卜波板・その他
石綿セメント管
石綿セメント円筒

４２
３３
１３
４
４０
２８
１５
７１
８２
２１７
３０
４
６
３５
１５
５６
２５
１
９８
１２
２４４
６
５５
４３
４５
２
４

合 計 １，３１６

（注）同じ商品名の建材でも、石綿含有率、石綿の種類、不燃
材料等認定冊号等が共なる場合には、別データとして計上し
て い ま す。
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昨年の総会でも触れられていましたが、今年から化学物質過敏症プロジェク
トチームを立ち上げることになりました。裁判での事例などを集め、解決に役
立つ情報提供を行って行きたいと考えています。月１回のペースで会議を進め
ています。会員の方で関心のある方、参加したいという方は事務局までご連絡
ください。

今年９月２～フ日にかけて、「第２フ回ダイオキシン国際会議２００７１ｎ東京」が
ホテルオークラで開催されます。（http://www..ｄｉｏｘｉｎ２Ｃ）〇フ．ｏｒｇ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔ❹）
この国際会議に絡めて、国民会議では他の市民グループと協力して「ダイオ

キシン国際市民フォーラム（イ反称）ｊを９月１日-２日に開催をする企画を進め
ております
この開催にあたり、ダイオキシン問題に関わりのある国内のＮＧＯ団体で設

立する実行委員会を立ち上げています。会員の方でぜひ協力したい、参加した
いという方がいらっしゃいましたら、事務局までご連絡ください。

編集後記

１月１０日食品プロジェクト会議
１月１１日常任幹事会開催
１月１６日アスベストブックレット編集打ち
合わせ
１月経済産業省産業構造審議会化学・バ
イオ部会化学物質政策基本問題小委員会中間
とりまとめでのパブコメにたいして意見提出

「新化学物質政策ＮＧＯフォーラム」
（国民会議も参加）の市民提案の提出

２月５日化学物質過敏症プロジェクト第１回
会議
２月８日常任幹事会開催
２月１３日ダイオキシンＮＧＯ市民フォーラ
ム実行委員会「準備会」開催

広報委員会委員長佐和洋亮

える外には仕方がないのです」「吾々は、開化と環境
最近報道された国連のＥ気候変動に関す
る政府間パネル（ＩＰＣＣ）』の報告はショッ
ク で す。
このまま地球温暖化が進めば、５０年頃

には、気温が２～３度上昇（今世紀末には
最大６．４度にも）。
水不足人□最大２０億人増。飢餓人口最

大１億２０００万人増。洪水の危険最大
１５００万人増。栄養失調、感染症、熱波な
どによる被害者増。そして、生物の２０～
３０％が絶滅の危機に。
環境省も、今世紀末には３０度以上の真

夏日が２～３倍に、米の減収や、果実、野
菜の生産適地北上と品質低下、海水温の上
昇でサンマ、イワシ、サバ、アジの漁場の
北上、デング熱、日本脳炎を媒介する蚊の
北上による流行リスクの地域拡大、など日
本での予測を公表。今年の温暖化の冬を経
た私たちにも、この予測は実感できるとこ
ろ で す。
科学技術の発展が、この地球を破滅させ

るというパラドックス。

ところで明治の文豪、哲人夏目漱石は
１９Ｕ年（明治４４年）「現代日本の開化」
と題する講演で、次のように述べています。
「元来何故人間が開化の流れに沿うて活力
を発現しつつ今日に及んだかと云えば、生
まれながらさう云う傾向を有って居ると答

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ４５

長い時日の内に種々様々の工夫を凝らし知
恵を絞って漸く（ようやく）今日迄発展し
て来たやうなものの、生活の吾人の内生に
与える心理的苦痛から論すれば、今も５０
年前もまたは｜００年前も、苦しさ加減の程
度は別に変わりはないかもしれないと思う
のです」と開化を評した上で、明治の日本
の開化については、西洋が１００年もかけた
開化を急に取り入れることになったため、
Ｆ吾々の開化が機械的に変化を余儀なくさ
れる為に、ただ上皮を滑って行き、また、
滑るまいと思って踏張る為に神経衰弱にな
るとすれば、どうも日本人は気の毒と言わ
んか憐れと言わんか、実に困ったと嘆息す
る丈であります」。
１００年前にこう話した漱石は、その５年

後に没し、その後の日本の経済発展もＩＴ
社会のこの時代も知らない。今生きていた
ら彼は、どう話を続けるでしょうか。

京都議定書では日本の温室効果ガスの削
減目標は６％だが、今、世界中で排出して
いるＣＯ２を少なくとも半分以下に削減しな
ければ、この地球温暖化は止められない、
これは人類ができることを全て行ったとき
に初めて可能になる、と警告されています。
私たちの水の惑星号の行く末は。

（参考：東京新聞２／９夕刊、岩波書店漱石
全集２１巷、他）
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